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１ 試験区分及び受験資格 

（１）試験区分及び採用予定人員等 

職種・試験区分 
採用予定人員 

注１ 
職務の内容 受験資格 

社会福祉士 

（上級：大学卒程

度） 

若干名 

社会福祉士業務 

・入退院の調整 

・患者支援業務 

・地域連携業務 

 

病院経営全般にわたる業務

（注2） 

昭和６１年４月２日以降生まれで，社会福祉

士の資格を取得している者又は令和８年度国

家試験により資格取得見込の者 

保健師 

（上級：大学卒程

度） 

若干名 

保健師業務  

・職員の健康保持増進業務  

・職員の健康障害，労働災害 

防止施策等安全衛生業務  

・上記以外の保健師業務 

 

病院経営全般にわたる業務

（注2） 

昭和５７年４月２日以降生まれで，保健師の

免許を取得している者又は令和８年度国家試

験により資格取得見込の者 

注１ 採用予定人員については，今後変更になることもあります。 

注2 病院経営全般にわたる業務とは概ね次に掲げる業務をいいます。 

 ・経営分析・企画  

・予算編成  

・財務・経理  

・財産管理  

・庶務  

・診療報酬請求事務  

・診療情報管理  

・職員の給与・旅費支給等 

 

（２）次のいずれかに該当する人は受験できません。 

  ①日本国籍を有しない人 

  ②拘禁刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

  ③大崎市病院事業職員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過しない人 

  ④日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこ

れに加入した人 
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２ 試験日時及び試験会場 

区 分 試験日時 試験会場 

第一次試験 

令和８年６月１４日（日） 

受  付 ９：３０～ ９：５０ 

教養試験 １０：００～１２：００ 

論（作）文試験 １３：００～１４：００ 

大崎市民病院 ９階会議室  

≪大崎市古川穂波三丁目８番１号≫ 

※受験票送付時にも通知します。 

第二次試験 
令和８年７月１２日（日） 

 人物試験，適性検査（ウェブサイトで受験） 

※第二次試験の詳細は， 

第一次試験合格者に別途通知します。 

 

３ 試験方法及び内容 

（１）第一次試験（各職種共通） 

試験種目／方法 内  容 

教養試験／択一式 

公務員として必要な一般知識，知能についての筆記試験     （２時間） 

・時事，社会・人文，自然に関する一般知識を問う問題     （２０題） 

・文章理解，判断・数的推理，資料解釈に関する能力を問う問題 （２０題） 

論 文 試 験  
公務員及び病院職員として必要な識見，判断力，思考力等について筆記試験 

（１時間） 

 

（２）第二次試験 

試験種目 内  容 

人 物 試 験  公務員及び病院職員としての適格性についての人物面からの試験 

適 性 検 査  
職務遂行に必要な適性についての検査              （２０分） 

※指定期日までにウエブサイトで受験していただきます。 

※適性検査の詳細は，一次試験合格者に別途通知します。受験時にメールアドレスを使用しますので，受験申込書には

確実に受信できるメールアドレスを記載してください。なお，適性検査実施にあたり，インターネット環境が整った

パソコン（タブレット・スマートフォン可）を使用しますのでご準備ください。また，インターネット接続に関する

費用は受験者の負担となります。 
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４ 申込受付期間及び受験手続 

受付期間 

令和８年５月１日（金） ～ 令和８年５月２９日（金） 

いずれも午前８時３０分から午後５時１５分。ただし，土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法

律に規定する休日は除きます。 

郵送の場合，配達証明付郵便により，各回受験申込み締切日の午後５時１５分までに人事厚生課

に届いたものが有効であり，当日消印有効ではありませんのでご注意願います。 

受験申込用紙等 

の請求先 

【配布場所で受け取る】 

配布場所：大崎市民病院本院人事厚生課，鳴子温泉分院管理課， 

岩出山分院管理課，鹿島台分院管理課，田尻診療所管理課， 

健康管理センター管理課 

配布時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日・祝日を除く） 

【郵送で請求】 

封筒の表面に試験区分●●●（職種）受験申込用紙請求と朱書きした封筒に，１４０円切

手を貼付した角形２号（Ａ４サイズ）返信用封筒（送付希望先宛名を明記したもの）を同封

のうえ，下記宛先まで郵送してください。 

〒９８９－６１８３ 宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号  

大崎市民病院経営管理部 人事厚生課人事厚生係 

 

【ダウンロード】 

当院ウェブサイトからダウンロード可能です。 

申込方法 

提出書類 ※こすると消えるペンは使用しないでください。 

・受験申込書（当院指定様式を使用し，両面Ａ４サイズ１枚） 

所定の受験申込書に必要事項を記入の上，申込前３か月以内に脱帽正面向き，上半身を撮影し

たタテ４ｃｍ×ヨコ３ｃｍの写真で本人と確認できるものを貼付してください。 

・２９５円分の切手 

 受験票送付時に必要となる料金（はがき８５円・特定記録郵便２１０円）に使用しますので，

そのまま同封してください。 

・社会福祉士の資格を有している人は，当該資格証の写し（Ａ４サイズ） 

・保健師の免許を有している人は，当該免許証の写し（Ａ４サイズ） 

 

・提出用封筒の表には試験区分●●●（職種）受験申込と朱書きし，封筒の裏に受験者の住所と

氏名を記入し，人事厚生課へ直接提出（代理人可）するか，配達証明付郵便で送付してくださ

い。 

※普通郵便で郵送した場合の事故について，こちらでは責任を負いかねます。 

※送付された書類の返却はいたしません。 

受験票交付 

・申込受付後，受験申込み締切日以後に受験票を申込者全員に郵送します。 

※受験票が試験日の３日前までに到着しない場合には，お手数ですが人事厚生課までお問い合わ

せください。（０２２９－２３－３３１１（代表）） 

 

 

↑募集の詳細はこちら↑ 



4 

 

５ 合格の発表 

（１）第一次試験合格者発表 

第一次試験受験者全員に書面でお知らせします。 

（２）第二次試験合格者発表 

第二次試験受験者全員に書面でお知らせします。 
 

６ 合格から採用まで 

（１）最終合格者は，試験区分及び職種ごとに作成される採用候補者名簿に登載され，そのうちから成績順に採用者

が決定されます。したがって，採用候補者名簿に登載された人（最終合格者）が全て採用されるとは限りませ

ん。 

（２）採用候補者名簿からの採用は，原則令和９年４月１日となります。ただし，当該資格を取得されている方は，

令和８年９月１日から採用が可能です。 

なお，名簿の有効期限は，確定した日から令和９年３月３１日まで有効です。 

（３）地方公務員法第２２条に基づく条件付採用（採用から６か月間）となります。 

（４）採用内定者には，修学を証明する書類等を提出していただきます。 

（５）当該資格取得見込みの者については，令和８年度国家試験に合格できなかった場合，採用内定を取り消させて

いただきます。 
 

７ 試験結果の開示 

   この試験の結果（本人の総合順位及び総合得点）については，次のとおり口頭で開示を請求することができます。

（下表参照） 

   開示を希望する場合は，受験者本人が受験票及び本人であることを証明する書類（運転免許証，パスポート等）

を持参のうえ，午前８時３０分から午後５時１５分までの間に，下表開示場所に直接おいでください。 

   ただし，土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は，受付いたしません。 

また，電話やハガキなどによる開示の請求はできません。 

区 分 開示請求できる人 開示内容 開示受付期間 開示場所 

第一次試験 
第一次試験不合格者 

（本人に限る） 
総合順位 

及び 

総合得点 

合格発表の日 

から１４日間 

大崎市民病院本院 

人事厚生課 

（本院３階事務室内） 

第二次試験 
第二次試験受験者 

（本人に限る） 

 

８ 給与 

   給与は大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例，大崎市病院事業企業職員給与規程等に基づき支給し

ます。 

   初任給は，下表の着色箇所となります。（令和８年４月１日現在） 

   なお，改めて学歴や職歴を確認させていただいたうえで，最終的に給料月額を決定しますので，下表は参考とし
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てご参照ください。 

   また，支給要件に該当した場合，通勤手当，住居手当，扶養手当等が給料月額のほかに支給となります。年収に

ついては，期末・勤勉手当を含め試算をしております。 

【初任給，基準年数による給料月額，年収について（職種：社会福祉士・保健師）】 

試験区分 基準年数 給料月額 年 収 

上 級 

（大学卒程度） 

４年制大学新卒の場合 

（採用時２２歳） 
２３２，０００円 ３４９万円 

採用後 ５年目 ２５９，３００円 ４３２万円 

採用後１０年目 ２８９，５００円 ４８９万円 

採用後１５年目 ３２０，６００円 ５４２万円 

大学卒業後，正職員の社会福祉士又は保健師と

して医療機関で１３年間勤務した場合 

（採用時３５歳） 

２６３，５００円 ３９６万円 

採用後 ５年目 ３０９，３００円 ５２３万円 

採用後１０年目 ３５８，１００円 ６１３万円 

採用後１５年目 ３８２，８００円 ６５６万円 

 

９ 勤務条件・福利厚生等 

（１）勤務時間 

 原則として１週間当たり３８時間４５分の勤務です。 

（２）休暇 

ア 年次有給休暇 ２０日付与 

イ 特別休暇 

・リフレッシュ休暇 ５日付与（前年度実績） 

・結婚休暇（連続する７日以内） 

・産前休暇（出産予定日の８週前より取得可） 

・産後休暇（出産日翌日より８週間取得可） 

・その他の休暇（大崎市病院事業職員就業規程による） 

ウ その他 

・育児休業（産後休暇最終日の翌日より取得可） 

※養育すべき子が満３歳に達する日まで取得可能 

（３）その他 

    福利厚生 

・院内保育所「あいあい」完備（空き状況により随時入所可能）※夜間保育実施（月・水・金の週３回） 

・コンビニエンスストア，職員昼食スペース完備 

・職員公舎完備（空室状況により随時入居可能） 

受動喫煙防止措置の状況 

・敷地内禁煙 
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１０ 書類提出先及び問い合わせ先 

 大崎市民病院 経営管理部 人事厚生課 人事厚生係 

  住 所  〒９８９－６１８３ 宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号 

  電 話  ０２２９－２３－３３１１（内３６０３・３６０４） 

E-Mail  jinji@h-osaki.jp 

ホームページアドレス https://www.h-osaki.jp 

   

 


